
 1

平成 24 年４月 25 日 

 

各  位 

 

会  社  名 ク レ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 

代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 高 史 

                           (コード番号 1757 大証第 2部) 

問 合 せ 先 取 締 役   岩 崎  智 彦 

                                    (Tel. 03-5775-2100) 

 

請求の放棄による訴訟の終了に関するお知らせ 

 
平成 24 年３月６日付「訴訟の提起に関するお知らせ」にて公表いたしました、当社の子会社で

ある株式会社サニーダ（以下、「サニーダ」といいます）が森川牧生氏（以下、「原告」といいま

す）より提起されていた訴訟につきまして、平成 24 年４月 24 日に開廷の第２回口頭弁論期日に

おいて原告から請求放棄がなされ、本件訴訟が終了したことを下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
 

１．訴 訟 の 経 緯 
   サニーダは、訴状に記載された原告の主張では、平成 17 年３月 22 日付確認書（当該確認

書は、サニーダが保有していた特許権について、特許権侵害者からの返還請求金または損害

賠償金を獲得した場合の獲得金額の分配が記載されております。）を、原告が代表取締役を務

める有限会社森川事務所、当社の子会社であるサニーダ及び訴外１名の３者間で締結してお

り、かかる確認書の履行のために、原告がサニーダの取締役に就任し、サニーダの業務の支

援を担っていたと記載されております。 
   今般の訴訟では、原告は、平成 17 年６月 25 日から平成 18 年８月 11 日まで、当社の子会

社であるサニーダの取締役に就任していた期間、月額金 10 万円の役員給与１４ヶ月分の未払

いがあるとして金 140 万円の支払いを求めると共に、平成 18 年９月頃、原告が金 100 万円

をサニーダに貸し渡したとして、金 100 万円の支払いを求める訴えがなされたものでありま

したが、サニーダは、いずれも支払義務がないと主張して争ってまいりました。 
２．訴訟を提起した者 
（１）氏     名： 森川 牧生 
（２）住     所： 東京都江東区 
３．訴 訟 終 了 の 経 緯 

本件訴訟につきましては、原告が自己の請求に理由がないことを自認して請求放棄した

ことにより、原告とサニーダとの間の訴訟は終了致しました。 
４．今 後 の 見 通 し  
    上記のとおり、原告が請求を放棄したため、平成 24 年３月期の業績に与える影響はあり

ません。 
５．当該子会社の概要 
（１）名 称  株式会社サニーダ  
（２）所  在  地  東京都新宿区喜久井町 39 番萩ビル２F   
（３）代表者役職氏名  代表取締役 田中 修 
（４）事  業  内  容  給排水管設備の衛生診断、設備工事、更正工事 
（５）資 本 の 額  242 百万円 

以上 


